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規

則

青
森
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
号

青
森
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
七
年
九
月
青
森
県
規
則
第
六
十
三
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
三
号
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
計
量
法

(

平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号)

第
百
七
条
の
登
録
を
受
け
た
者
か
ら
当

該
測
定
に
係
る
測
定
者
の
氏
名
、
測
定
年
月
日
、
測
定
箇
所
、
測
定
方
法
及
び
測
定
の
結
果
に

つ
い
て
証
明
す
る
旨
を
記
載
し
た
同
法
第
百
十
条
の
二
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
場
合
に
は
、

当
該
証
明
書
の
記
載
を
も
つ
て
、
同
様
式
に
よ
る
ば
い
煙
濃
度
測
定
記
録
表
の
記
録
に
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
十
七
条
第
一
号
中

｢

行
な
う｣

を

｢

行
う｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

｢

し
、
そ
の
記
録
を
三

年
間
保
存
す
る
こ
と｣

を

｢

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
計
量
法
第
百
七
条
の
登
録
を
受
け
た
者
か
ら
同

様
式
に
よ
る
水
質
測
定
記
録
表
の
採
水
者
、
分
析
者
及
び
測
定
項
目
の
欄
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ

い
て
証
明
す
る
旨
を
記
載
し
た
同
法
第
百
十
条
の
二
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
場
合

(

同
法
第
百

七
条
た
だ
し
書
に
定
め
る
者
か
ら
当
該
証
明
書
に
相
当
す
る
書
面
の
交
付
を
受
け
た
場
合
を
含
む
。)

に
は
、
当
該
事
項
の
同
様
式
に
よ
る
水
質
測
定
記
録
表
へ
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る｣

に

改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

前
号
の
測
定
の
結
果
の
記
録
は
、
当
該
測
定
に
伴
い
作
成
し
た
チ
ヤ
ー
ト
そ
の
他
の
資
料
又
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( )

は
同
号
た
だ
し
書
に
定
め
る
証
明
書

(

計
量
法
第
百
七
条
た
だ
し
書
に
定
め
る
者
か
ら
交
付
を

受
け
た
当
該
証
明
書
に
相
当
す
る
書
面
を
含
む
。)

と
と
も
に
三
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
中

｢

の
収
容
施
設｣

を

｢

を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設｣

に
改
め
、

同
項
第
六
号
中

｢

第
八
条
第
二
十
五
項｣

を

｢

第
八
条
第
二
十
七
項｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
備
考
の
第
二
号
中

｢

Ｋ
二
五
四
一｣

を

｢

Ｋ
二
五
四
一
―
一
か
ら
二
五
四
一
―
七
ま

で｣

に
、

｢

Ｚ
八
七
六
二
又
は
規
格
Ｚ
八
七
六
三｣

を

｢

Ｚ
八
七
六
二
―
一
か
ら
八
七
六
二
―
四
ま

で｣

に
改
め
る
。

別
表
第
七
の
表
の
備
考
の
第
一
号
中

｢

昭
和
四
十
七
年
三
月
二
日
青
森
県
告
示
第
百
六
十
九
号

(

騒
音
規
制
地
域
の
指
定
、
騒
音
規
制
基
準
の
設
定
等)

第
二
号
の
表
の
備
考
の
１
に
規
定
す
る
区

域｣

を

｢

騒
音
規
制
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号)

に
基
づ
く
騒
音
規
制
地
域
に
お
け
る

第
一
種
区
域
、
第
二
種
区
域
、
第
三
種
区
域
及
び
第
四
種
区
域
と
し
て
区
分
さ
れ
た
区
域｣

に
改
め
、

同
備
考
の
第
四
号
中

｢
(

平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号)

｣

を
削
る
。

第
五
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
の
備
考
中
１
を
削
り
、
２
を
１
と
し
、
３
を
２
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
七
の
表
の
備
考
の
第
一
号
の
改
正

規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
九
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
十
号

平
成
十
九
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号

(

補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
地

域
県
民
局
長
へ
の
委
任)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
一
号
中

｢

財
団
法
人
青
森
県
り
ん
ご
協
会｣

を

｢

公
益
財
団
法
人
青
森
県
り
ん
ご
協
会｣

に
改

め
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
十
一
号

青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
国
土
利
用
計
画
法

(

昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九

十
二
号)

第
九
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次

の
と
お
り
公
表
す
る
。

な
お
、
青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
に
係
る
書
類
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
及
び
関
係
市
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原
材
料
及
び

燃
料

ば
い
煙
関
係
施
設
の
使
用
状
況

硫
黄
分
(％
)

種
類

ば
い
煙
関
係
施
設
の
使
用
状
況

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
池
田

介
護
研
究
所

八
戸
市
大
字
長
苗

代
字
内
舟
渡
七
三

の
三

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
ま
る

八
戸
市
大
字
長
苗

代
字
内
舟
渡
七
三

の
三

平
成

��･

�･

�

株
式
会
社
ふ
れ

ん
ど

五
所
川
原
市
大
字

福
山
字
実
吉
七
〇

の
四

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
ふ
れ
ん
ど

五
所
川
原
市
大
字

福
山
字
実
吉
七
〇

の
四

〃

北
部
上
北
広
域

事
務
組
合

上
北
郡
野
辺
地
町

字
田
狭
沢
四
〇
の

九

公
立
野
辺
地
病
院

指
定
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

上
北
郡
野
辺
地
町

字
鳴
沢
九
の
一
二

〃



( )

町
村
土
地
対
策
担
当
課
に
備
え
置
い
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

変
更
に
係
る
事
項

青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
図
の
都
市
地
域
、
農
業
地
域
及
び
森
林
地
域
の
区
域
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

１

都
市
地
域

区
域
を
拡
大
し
た
町

平
内
町

２

農
業
地
域

区
域
を
拡
大
し
た
市

弘
前
市

３

森
林
地
域

区
域
を
縮
小
し
た
村

東
通
村

二

変
更
の
内
容

次
の
図
の
と
お
り

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
す
る
。)

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

県
民
生
協
あ
や
め
館

青
森
市
大
字
三
内
字
丸
山
一
一
の
七

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
四
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出
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変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

青
森
県
民
生
活
協
同
組
合

青
森
市
大
字
羽
白
字
沢
田
三
〇
一
の
一

理
事
長

井
筒
智
義

青
森
県
民
生
活
協
同
組
合

青
森
市
浜
館
三
丁
目
七
の
七

代
表
理
事

平
野
了
三

平
成

��

･

�･

�

(

住
所)

��･

�･

��

(

代
表
者

の
氏
名)

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

青
森
県
民
生
活
協
同
組
合

青
森
市
大
字
羽
白
字
沢
田
三
〇
一
の
一

理
事
長

井
筒
智
義

青
森
県
民
生
活
協
同
組
合

青
森
市
浜
館
三
丁
目
七
の
七

代
表
理
事

平
野
了
三

平
成

��

･

�･

�

(

住
所)

��･

�･

��

(

代
表
者

の
氏
名)

株
式
会
社
翁
屋

青
森
市
南
佃
一
丁
目
一
八
の
一
五

代
表
取
締
役

齊
藤
己
千
郎

―

��

･

�･

	




( )

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
四
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

県
民
生
協
は
ま
な
す
館

青
森
市
大
字
羽
白
字
沢
田
三
〇
六
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
四
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
四
日

２

提
出
先

青 森 県 報平成26年３月24日 月曜日 第3821号 4

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

青
森
県
民
生
活
協
同
組
合

青
森
市
大
字
羽
白
字
沢
田
三
〇
一
の
一

理
事
長

井
筒
智
義

青
森
県
民
生
活
協
同
組
合

青
森
市
浜
館
三
丁
目
七
の
七

代
表
理
事

平
野
了
三

平
成

��

･

�･

�

(

住
所)

��･

	･

�


(

代
表
者

の
氏
名)

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

青
森
県
民
生
活
協
同
組
合

青
森
市
大
字
羽
白
字
沢
田
三
〇
一
の
一

理
事
長

井
筒
智
義

青
森
県
民
生
活
協
同
組
合

青
森
市
浜
館
三
丁
目
七
の
七

代
表
理
事

平
野
了
三

平
成

��

･

�･

�

(

住
所)

��･

	･

�


(

代
表
者

の
氏
名)

株
式
会
社
丸
大
サ
ク
ラ
ヰ
薬
局

青
森
市
大
字
三
内
字
玉
作
二
の
七
二

代
表
取
締
役

桜
井
清

株
式
会
社
丸
大
サ
ク
ラ
ヰ
薬
局

青
森
市
大
字
三
内
字
玉
作
二
の
七
二

代
表
取
締
役

櫻
井
清

�	

･

�･

��

株
式
会
社
ラ
グ
ノ
オ
さ
さ
き

弘
前
市
大
字
百
石
町
九

代
表
取
締
役

木
村
公
保

変
更
無
し

―

株
式
会
社
コ
エ
ダ

青
森
市
大
字
浜
田
字
玉
川
二
一
二
の
三

代
表
取
締
役

小
枝
正
機

��

･

�･

�



( )

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

青
森
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
の
変
更
の
公
表

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律

(

平
成
八
年
法
律
第
七
十
七
号)

第
四
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画

(

平
成
二
十
六
年

一
月
十
四
日
公
表)

の
全
部
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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( )

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
竜
見
建
設
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

遠
藤

淳
矢

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
駒
込
字
深
沢
五
の
四
六
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
四)

第
一
〇
〇
六
三
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

機
械
器
具
設
置
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
三
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
青
森
ホ
ー
ム
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト

二

代
表
者
の
氏
名

高
橋

五
十
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
油
川
字
柳
川
一
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
一)

第
一
六
八
七
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日
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( )

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
五
年
九
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
り
解
散
し
た
こ
と

が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定

に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
丸
美
佐
藤
組

二

代
表
者
の
氏
名

佐
藤

善
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
け
や
き
一
丁
目
二
の
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
二
三)

第
三
九
六
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

造
園
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
六
年
三
月
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
鬼
沢
楢
木
土
地
改
良
区
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

認
可
の
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八

条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日

中
南
地
域
県
民
局
長

�

原

至

智

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

１

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

２

定
款
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
一
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

弘
前
市
役
所

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
二
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員

会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
を

｢
(

課
、
室
等)

｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

及
び
文
化
財
保
護
課｣

を

｢

、
文
化
財
保
護
課
及
び
高
等
学
校
教
育
改
革
推
進
室｣

に
改
め
る
。

第
四
条
の
前
の
見
出
し
中

｢

各
課｣

を

｢

各
課
及
び
室｣

に
改
め
、
同
条
第
十
二
号
中

｢

他
課｣

を

｢

他
課
及
び
室

(

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
室
を
い
う
。
第
十
六
条
の
七
第
二
項
を
除
き
、
以

下
同
じ
。)

｣

に
改
め
る
。
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( )

第
五
条
第
四
号
中

｢

、
発
送
及
び
保
存｣

を

｢

及
び
発
送｣

に
改
め
、
同
条
中
第
十
七
号
を
第
十

八
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

五

行
政
文
書
の
管
理
及
び
歴
史
公
文
書
の
保
存
等
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

第
七
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六

号
と
し
、
第
八
号
中

｢

高
等
学
校
の
設
置
、
管
理
及
び
廃
止｣

を

｢

高
等
学
校
の
管
理｣

に
改
め
、

同
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
中

｢

組
織
編
制
に
関
す
る
こ
と｣

の
下
に

｢
(

高
等
学
校
教
育
改
革

推
進
室
の
所
掌
に
係
る
事
務
を
除
く
。)

｣

を
加
え
、
同
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
削
り
、
第

十
一
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
五
号
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
九
条
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
二
号

と
し
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
及
び
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
九
条
の
四

高
等
学
校
教
育
改
革
推
進
室
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

高
等
学
校
教
育
改
革
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二

県
立
中
学
校
及
び
高
等
学
校
の
設
置
及
び
廃
止
に
関
す
る
こ
と
。

三

県
立
中
学
校
の
学
級
編
制
並
び
に
県
立
高
等
学
校
の
課
程
、
学
科
及
び
学
級
編
制
に
関
す
る

こ
と
。

四

県
立
中
学
校
及
び
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
条

(

見
出
し
を
含
む
。)

中

｢

各
課｣

を

｢

各
課
及
び
室｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
中

｢

第
五
号｣

を

｢

第
六
号｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

｢

、
発
送

及
び
保
存｣

を

｢

及
び
発
送｣

に
改
め
、
同
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
十

一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

行
政
文
書
の
管
理
及
び
歴
史
公
文
書
の
保
存
等
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
の
三
第
二
項
第
六
号
中

｢

、
発
送
及
び
保
存｣

を

｢

及
び
発
送｣

に
改
め
、
同
項
中
第

十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

七

行
政
文
書
の
管
理
及
び
歴
史
公
文
書
の
保
存
等
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
四
条
第
二
項
中

｢

教
育
長
を
補
佐
し｣

の
下
に

｢

、
高
等
学
校
教
育
改
革
推
進
室
に
係
る
事

務
を
整
理
す
る
と
と
も
に｣

を
加
え
る
。

第
十
四
条
の
二
第
二
項
中

｢

課｣

を

｢

課
及
び
室｣

に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中

｢

第
十
六
条
の
二
、
第
十
六
条
の
五
、
第
十
六
条
の
七｣

を

｢

第
十
六
条
の

三
、
第
十
六
条
の
六
、
第
十
六
条
の
八｣

に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
五
第
一
項
中

｢

課｣

の
下
に

｢

、
室｣

を
加
え
る
。

第
十
六
条
の
七
第
一
項
中

｢

課｣

の
下
に

｢

、
室｣

を
加
え
、
同
条
を
第
十
六
条
の
八
と
し
、
第

十
六
条
の
二
か
ら
第
十
六
条
の
六
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。

(

室
長)

第
十
六
条
の
二

室
に
室
長
を
置
く
。

２

室
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
室
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
条
第
一
項
中

｢

課｣

の
下
に

｢

、
室｣

を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中

｢

前
十
七
条｣

を

｢

前
十
八
条｣

に
改
め
、

｢

課｣

の
下
に

｢

、
室｣

を

加
え
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

青
森
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
二
年
一
月
青
森
県
教
育
委
員

会
規
則
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
五
号
中

｢

課
長｣

の
下
に

｢

、
室
長｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
総
合
学
校
教
育
セ
ン
タ
ー
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
教
育
委
員
会
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

青
森
県
総
合
学
校
教
育
セ
ン
タ
ー
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
総
合
学
校
教
育
セ
ン
タ
ー
組
織
規
則(

平
成
十
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
三
号
中

｢

、
発
送
及
び
保
存｣

を

｢

及
び
発
送｣

に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を

第
八
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

四

行
政
文
書
の
管
理
及
び
歴
史
公
文
書
の
保
存
等
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
第
二
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

特
任
指
導
主
事

第
五
条
中
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
七
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

特
任
指
導
主
事
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
研
修
及
び
研
究
等
の
業
務
に
従
事

す
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
立
図
書
館
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

青
森
県
立
図
書
館
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

青
森
県
立
図
書
館
組
織
規
則
の
一
部
改
正)

第
一
条

青
森
県
立
図
書
館
組
織
規
則

(

昭
和
三
十
二
年
五
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
十
号
中

｢

、
発
送
及
び
保
存｣

を

｢

及
び
発
送｣

に
改
め
、
同
条
中
第
十
七
号
を
第

十
八
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

十
一

行
政
文
書
の
管
理
及
び
歴
史
公
文
書
の
保
存
等
に
関
す
る
こ
と
。

(

青
森
県
立
少
年
自
然
の
家
規
則
の
一
部
改
正)

第
二
条

青
森
県
立
少
年
自
然
の
家
規
則

(

昭
和
四
十
六
年
七
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
三
号
中

｢

、
発
送
及
び
保
存｣

を

｢

及
び
発
送｣

に
改
め
、
同
項
中
第
六
号

を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

四

行
政
文
書
の
管
理
及
び
歴
史
公
文
書
の
保
存
等
に
関
す
る
こ
と
。

(

青
森
県
立
郷
土
館
規
則
の
一
部
改
正)

第
三
条

青
森
県
立
郷
土
館
規
則

(

昭
和
四
十
八
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
号
中

｢

、
発
送
及
び
保
存｣

を

｢

及
び
発
送｣

に
改
め
、
同
条
中
第
十
号
を
第
十

一
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

四

行
政
文
書
の
管
理
及
び
歴
史
公
文
書
の
保
存
等
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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